
厚木市婚姻届記念証贈呈事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、婚姻の届出をした市民の方々に婚姻届記念証を贈呈する

事業（以下「事業」という。）を実施することにより、本市の魅力を高め、市

民満足度の向上を図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条  事業の対象者は、戸籍法（昭和22年法律第224号。以下「法」という。）

第74条の規定により市長に婚姻の届出をした者で、夫婦の一方又は双方が本

市に住所を有するものとする。 
 

（実施場所） 

第３条 事業の実施場所は、厚木市役所本庁舎とする。 
 

（実施時間） 

第４条 事業の実施時間は、厚木市の執務時間に関する規則（平成元年厚木市

規則第24号）第１条及び厚木市土曜日における市役所窓口の一部開庁の実施

に関する要綱（平成25年３月１日施行）第４条に規定する時間内とする。 

 

（申請） 

第５条 婚姻届記念証を受けようとする者は、第74条の規定による婚姻の届出

と同時に婚姻届記念証贈呈事業申請書（別記様式）を提出しなければならな

い。 

 

（贈呈） 

第６条 前項の規定により申請があった場合において、適当と認めたときは、

申請者に対し婚姻届記念証を贈呈する。 
２ 婚姻届記念証の贈呈部数は、１組の夫婦に対し１部とする。 
 

（再度の贈呈） 

第７条 紛失等による婚姻届記念証の再度の贈呈は、行わないものとする。 

 

（返還） 

第８条 市長は、不正な手段により婚姻届記念証を取得したと認められた場合

は、婚姻届記念証の返還を求めることができる。 



（費用） 

第９条 婚姻届記念証の贈呈に係る費用は、無料とする。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成26年８月８日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

２ この要綱による、改正前の別記様式に基づき作成された用紙は、当分の間

使用することができる。 

附 則 

１ この要綱は、令和元年５月１日から施行する。 

２ この要綱による、改正前の別記様式に基づき作成された用紙は、当分の間

使用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式（第５条関係） 
 

婚姻届記念証贈呈事業申請書 
（宛先）厚 木 市 長 

 次のとおり、婚姻届記念証の発行を申請します。 
 
申請日       年   月   日 

 
１ 申請者  夫 ・ 妻 ・ 使者（対象者との関係            ） 

氏名                       

住所                       

                       

      電話番号                     

 
 
２ 対象者 
夫 氏名            昭和・平成    年   月  日生 

妻 氏名            昭和・平成    年   月  日生 

 
 
※ 婚姻届記念証は、婚姻届が提出されたことの記念であり、婚姻届が受理さ

れたことの証明ではありません。 
※ 婚姻届記念証は、個人情報が記載された婚姻届を複写いたします。婚姻届

に記載されている父母の方、証人の方の承諾も併せてお願いします。 

 
 
以下厚木市記入欄 
 
 
 

受付者 作成者 交付者 
   


